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１．中小企業等対策
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○災害により直接的に被害を受けた中小企業者や経営の安
定に支障が生じている中小企業者等（被災中小企業等）
に対して｢東日本大震災復興緊急保証｣により債務保証を
行う信用保証協会に対して、全国信用保証協会連合会が
損失の一部を補填するために必要な基金の造成費を補助
します。

○これにより、信用保証協会が｢東日本大震災復興緊急保
証｣の需要に柔軟に対応し、被災中小企業等の資金繰りの
円滑化を図ります。

経営安定関連保証等対策費補助事業費
平成２３年度一次補正予算額 ３９６．０億円

中小企業庁 金融課
０３－３５０１－２８７６

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
全国の信用
保証協会

補助（定額(10/10)）

（社）全国
信用保証協会

連合会

損失補償

災害により直接
被害を受けた中
小企業者等

融
資

民間金融機関

債務
保証

信用保証協会

現
在
の

経
済
環
境

自
然
災
害
・

取
引
先
の
倒

産

損失
補償

（社）全国信用保証
協会連合会

東日本大震災
復興緊急保証
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日本政策金融公庫出資金（中小企業事業）
平成２３年度一次補正予算額 ６２５．０億円

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○災害により被害を受けた中小企業等及び経営の安定に支障
が生じている中小企業等（被災中小企業等）に対して、株
式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）が「東日本大震
災復興特別貸付」により低利融資等を行うために必要な財
政支援を行うものです。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

出資金

国

(株)日本政策金融公庫

国
日本政
策金融
公庫出資金

中小
企業低利融資

○被災中小企業等に対し公庫が低利融資を行うために必
要な財政支援を行います。

被災中小企業等

低利融資※

中小企業庁 金融課
０３－３５０１－２８７６

※低利融資の内容
①直接又は間接被害を受けた企業

当初3年間：基準金利－1．4％（最大）
4年目以降：基準金利－0．5％（最大）

②業績が特に悪化している企業：
基準金利－0．3％

③雇用・維持拡大に努める企業：
基準金利－0．2％

②と③の要件を満たす場合：
基準金利－0．5％
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日本政策金融公庫出資金（危機対応円滑化業務）
平成２３年度一次補正予算額 ３３６．０億円

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○災害により被害を受けた中小企業等及び経営の安定に支障
が生じている中小企業等（被災中小企業等）の資金調達の
円滑化を図るため、商工中金等の指定金融機関が行う「東
日本大震災復興特別貸付」に対し、株式会社日本政策金融
公庫が信用供与等を行うために必要な財政支援を行うもの
です。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
出資金

日本政
策金融
公庫

補償料
0.1％

指定
金融
機関

中小
企業貸付

出資金

・リスクの補完
・利子補給 等

国

(株)日本政策金融公庫

○公庫が補償料率を政策的に引下げるために必要な財政支
援を行います。

国
日本政
策金融
公庫出資金 補給金

指定
金融
機関

中小
企業貸付

○指定金融機関が行う被災中小企業等への低利融資に対して、
公庫が利子補給金を行うために必要な財政支援を行います。

指定金融機関（商工中金等）

被災中小企業等

低利融資※

中小企業庁 金融課
０３－３５０１－２８７６
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※低利融資の内容
①直接又は間接被害を受けた企業

当初3年間：基準金利－1．4％（最大）
4年目以降：基準金利－0．5％（最大）

②業績が特に悪化している企業：
基準金利－0．3％

③雇用・維持拡大に努める企業：
基準金利－0．2％

②と③の要件を満たす場合：
基準金利－0．5％



小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資）の拡充
中小企業庁 小規模企業政策室

０３－３５０１－２０３６

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

○小規模事業者経営改善資金融資（通称：マル経融資）制度
は、商工会・商工会議所・都道府県商工会連合会の経営指
導員が経営指導を行うことによって日本政策金融公庫が無
担保・無保証人・低利で融資を行う制度です。

○今般の災害により被害を受けた小規模事業者の資金繰りを
支援するため、災害対応特枠として、以下の措置を実施し
ます（※）。

①貸付限度額について、別枠として1,000万円を措置。

②貸付金利について、別枠1,000万円の範囲内で、当初３年
間さらに▲0.9%引下げ（合計▲1.2%）。

（※）災害により直接又は間接に被害を受け、かつ、商工会・商工会議所

が策定する小規模事業者再建支援方針（仮称）に沿って事業を行うこと
が見込まれる方が対象です。

貸付対象者

１．小規模事業者
（常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービス業の場合は
５人以下）の法人・個人事業主

２．商工会・商工会議所の経営指導を受けている
などの要件を満たしている方

融資制度のスキーム

貸付条件

＜震災対応特枠＞
１貸付限度額：別枠1,000万円
２貸付金利 ：平成23年4月15日現在 1.05%（当初３年間）

（日本政策金融公庫基準金利 ▲1.2%）
３貸付期間 ：設備資金10年以内、運転資金7年以内
４据置期間 ：設備資金2年以内、運転資金1年以内
５担保等 ：無担保・無保証人

※迅速な復興資金の供給を図る観点から、提出書類の簡素化なども実施し
ています。

＜本体枠＞
１貸付限度額：1,500万円
２貸付金利 ：平成23年4月15日現在 1.95％

（日本政策金融公庫基準金利 ▲0.3％）
（貸付期間、据置期間、担保等は震災対応特枠と同じ）

商工会・商工会議所
（審査会の審査）

商工会経営指導員
商工会議所経営指導員

被災小規模事業者

①経営指導 ②推薦申込み

④推薦

③報告 日本政策金融公庫

⑥融資

⑤審査

（株）日本政
策金融公庫

国
小規模
事業者

利差補給 融資
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中小企業基盤整備機構補助金
平成２３年度一次補正予算額 １００．０億円

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○日本公庫等が行う「東日本大震災復興特別貸付」により借
入を行った中小企業のうち、地震・津波により事業所等が
全壊又は流失した中小企業や原発事故に係る警戒区域内の
中小企業等に対し、利子補給を行うために必要な財政支援
を行うものです。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助金

国

中小企業
基盤整備機構

国
中小
機構補助金

中小
企業

利子補給
（無利子化）

○上記中小企業等に対し日本公庫等が行う融資について利子
補給（無利子化）を行うために必要な財政支援を行います。

被災中小企業等

中小企業庁 金融課
０３－３５０１－２８７６

県の財
団法人

等
補助金

県の財団法人等

利子補給

利子補給
（無利子化）

日本公庫等

東日本大震災復興
特別貸付
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○指定金融機関が、売上高減尐等の一定の要件（※）

を満たす産活法認定事業者に対し行う出資につい
て、日本政策金融公庫が損失補填を行うことで、
当該企業に対する円滑な資金供給を可能とするも
のです。

日本政策金融公庫出資金（産活法の出資円滑化業務）
平成２３年度一次補正予算額 ３６．０億円

経済産業政策局 産業資金課
03-3501-1676

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
出資金

日本政
策金融
公庫

指定
金融
機関

損失補填

出資

指定金融機関

産活法認定事業者のうち、
一定の要件を満たす企業

(株)日本政策金融公庫

損失補填（50～80％）

（※）具体的要件
・売上高の減尐
・国民経済に及ぼす影響が大きい

等
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中小企業組合等共同施設等災害復旧事業
平成２３年度一次補正予算額 １５４．８億円

中小企業庁 経営支援課
０３－３５０１－１７６３

事業の内容

事業の概要・目的

補助
(総復旧費の1/2)

組合
中小企業等

国 都道府県

補助
(総復旧費の3/4以上)

※事業者負担は1/4以下

１、対象者
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組
合、商工組合、商工組合連合会、中小企業グループ等

２、対象施設
倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作
業場、原材料置場及び、それらに付随する設備

被災地の中小企業等が一体となって進める復興事業計画
（県の認定によるもの）等に基づき、その計画に不可欠な
施設等の復旧・整備に対して、国と都道府県が連携し補助
を行います。

事業イメージ

（例１）製造業のサプライチェーン
・地域の中心的企業を中心とした関連部品
製造業の下請中小企業群

（例３）事業協同組合等や商工会議所・
商工会の共同施設等

・共同施設の天井破損、貯蔵設備の修復
等の復旧。

倒壊した
工場・施設等 復興事業計画等

による整備

条件（対象者、対象行為、補助率等）

（例２）商店街施設
・被災した商店街施設等
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○災害等による被害に遭った地域等においては、地
域の雇用・経済を支える中小企業の早期復興を図
るため、工場や店舗など事業基盤の再整備が必要
です。

○速やかな事業の再開のため、独立行政法人中小企
業基盤整備機構が主体となり、自治体の要望を受
けて、中小企業が新たに入居して事業を再開する
ための貸工場、貸店舗（仮設を含む）等の整備を
行います。

被災地域産業地区再整備事業（中小機構交付金）
平成２３年度一次補正予算額 １０．０億円

中小企業庁 参事官室
０３－３５０１－１７６８

中小企業庁 経営支援課
０３－３５０１－１７６３

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
中小企業基盤整備

機構
交付金

○仮設・本設の貸工場・貸店舗のイメージ

※貸工場・貸店舗等の整備に向け、中小企業庁、経
済産業局、中小企業基盤整備機構において、現地の
要望等を伺っているところです。今後、県や関係機
関と連携しながら被災地域の市町村、商工会議所・
商工会等と整備に関する計画等について協議を進め
ていきます。

【貸工場（本設）】 【貸店舗（本設）】

【貸店舗・事務所（仮設）】
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国 事業者等

補助（10/10） 補助（1/2）

民間団体等

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

被災ガス関連設備の復旧支援
平成２３年度一次補正予算額 １９．８億円

○東北地方太平洋沖地震による震災や津波により、
広範囲かつ甚大な被害が生じている岩手県、宮
城県、福島県において、復旧が著しく困難な事
業者に対して、損傷したガス製造設備、ガス導
管等の設備の復旧を支援します。

○今般被災したガス事業者は１７社に及びますが、
このうち被災状況から自力での復旧が困難と考
えられる中小規模のガス事業者は５社程度と
なっています。本事業により被災したガス事業
者へのガス復旧を進め、被災した需要家の生活
再建のためのライフラインを整備します。

＜被災した都市ガス設備の例＞

釜石市 石巻市

塩釜市 気仙沼市

各県（岩手、
宮城、福島）

再建計画
申請・承認

資源エネルギー庁 ガス市場整備課
03-3501-2963
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○震災や津波により、広範囲かつ壊滅的な被害が生じた
地域（岩手県、宮城県、福島県）において、復旧が著
しく困難な事業者に限定し、使用できなくなったＬＰ
ガス充てん所の設備（タンク、充てん機、工事費用
等）の復旧を支援します。

○被災した充てん所は、地域内に３０ヶ所存在。うち、
中小企業事業者の所有であって、特に重要な拠点であ
る１０ヶ所を支援します。

被災ＬＰガス関連設備の復旧支援
平成２３年度一次補正予算額 １５．０億円

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

○被災した充てん所の復旧を実施します。

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
ＬＰガス販売
事業者等

補助
(10/10)

民間団体等

補助
（1/2以内）

各県（岩手、
宮城、福島）

再建計画の
申請・承認

① ②

③

④

＜ＬＰガス充てん所（被災後）＞
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○被災地の復旧を一日も早く軌道に乗せるためには、
地域のコミュニティの機能を回復させることが重要
です。
このため、コミュニティの重要な担い手である商店
街の復旧を図る取組を支援します。

○被害を受けた商店街について、被災したアーケード
等の撤去や破損規模が大きい施設等の修繕に相当程
度期間を要する事業にかかる経費に対して定額補助
を行います。

商店街実践活動事業
（商店街災害復旧・アーケード撤去等事業）

平成２３年度一次補正予算額 ４．０億円

中小企業庁商業課
03-3501-1929

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

補助
（定額）

商店街振興組合等
（任意の商店街含む）

全国商店街振
興組合連合会

補助
（定額）

○被災した街路灯等の
建て替え

○被災したアーケード等
の撤去

○破損規模の大きい施設等の修繕
（アーケード、街路灯、カラー舗装、駐車場、
コミュニティ施設 等）

全国商店街振興組合連合会

被災商店街復旧事業費

商店街振興組合等
（任意の商店街含む）
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復旧・復興のための支援専門家派遣
平成２３年度一次補正予算額 ９．９億円

①中小企業庁 経営支援課
０３－３５０１－１７６５

②中小企業庁 小規模企業政策室
０３－３５０１－２０３６

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

①災害復興アドバイス等支援事業
【中小機構交付金 ６．９億円】

○中小企業基盤整備機構が被災地に支援拠点を設置し、中小
企業からの相談に対応します。

○さらに、被災中小企業の要望、課題等に応じた専門家を現
地に派遣し、経営相談に加え、まちづくりや施設整備等、中
小機構の他の支援施策と一体化した支援、ものづくり中小企
業における破損設備等の診断・補修に係るアドバイス等、総
合的な復旧・復興につながる支援を実施します。

中小機構による
支援拠点

②中小企業支援ネットワーク強化事業 【３．０億円】

○現行の中小企業支援ネットワーク強化事業のスキームを活
用し、特に災害による被害を受け本来の支援機能が大きく低
下している支援機関を重点的にサポートします。

○災害対応の相談員が被災地域の支援機関（仮事務所等を含
む）を巡回し、被災中小企業の相談（資金繰り、事業再開、
事業継続、雇用維持等）を幅広く受け付け、必要に応じ被災
中小企業に専門家を派遣します。

専
門
家

被 災 中 小 企 業

⇒毀損した商工会議所・商工会等
の経営支援機能をサポート

経済産業局

・中小企業復興支援
センター盛岡（盛岡市）

・中小企業復興支援
センター仙台（仙台市）

・中小企業震災復興・原
子力災害対策経営支援
センター福島

（福島市）

震災対応巡回相談員

商工
会議所

商工会

その他
中小企業
支援機関

中小企業支援ネットワーク

専
門
家
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２．石油・ガス・ＬＰガスなどエネルギー供給施設の復旧等を支援

15



地域住民が、どの
ＳＳで、どの油種を
購入することが可
能か等の情報が
不足。

被災地域簡易給油所設置等支援事業
平成２３年度一次補正予算額 ５．１億円

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

事業の内容

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

ＳＳ跡地等

ポータブル計量器、タンクコンテ
ナ等を被災地のＳＳに設置

震災により設備損壊等が発生し、営業
不能に陥ったＳＳ

給油

緊急簡易ＳＳ被災地域の住民等

営業開始を模
索する事業者

国

補助
(10/10) 揮発油

販売業者

補助
(10/10)

①被災地域簡易給油所設置支援事業

②被災地域石油製品流通情報提供・あっせん事業

石油製品流通情報センター

県内ＳＳの稼働情報、
石油製品の出荷情
報等を把握・管理

①問い合わせ

②情報提供、
あっせん等

事業イメージ

国 民間団体等

補助
(10/10)

民間団体等

（１）

（２）

（１）被災地域簡易給油所設置支援事業

大震災により営業不能となったＳＳが復旧するまでの
間、ポータブル計量器等による緊急避難的な石油製
品の供給拠点の整備を支援します。

（２）被災地域石油製品流通情報提供・あっせん事業

流通網に大きな被害を受けた地域において、県下ＳＳ
の営業状況等きめ細かい情報の提供や、個別のニー
ズに応じたあっせんを行う民間団体等を支援します。

○大震災により壊滅的な被害を受けた被災地域における
石油製品の安定化を図ることを目的として、以下の事業
を行います。
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○給油設備補修・撤去支援事業

○給油設備安全点検支援事業

○震災により、多くのＳＳ（サービスステーショ
ン）の設備に甚大な被害が生じ、営業が継続でき
ない事態に陥っています。

○そのため、被災ＳＳの早期立ち上げを促し、被災
地域におけるエネルギー供給網の復旧を図るため、
震災により損壊した設備の補修や安全点検等を支
援します。

（１）給油設備補修・撤去支援事業
計量器等の補修を行うＳＳに対して支援を実施し

ます。また、全壊したＳＳの撤去を行い、地域におけ
る効率的な供給拠点の整備に対して支援します。

（２）給油設備安全点検支援事業
ガソリン等は危険物であることから、地震により地

下タンクが破損している場合には爆発や流出等の
事故が起きる可能性があるため、地下タンク等の機
密性を点検するＳＳに対して支援します。

被災地域石油製品販売業早期復旧等支援事業
平成２３年度一次補正予算額 ４６．３億円

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間団体等

補助
(10/10) 揮発油

販売業者

補助
(10/10)

微加圧法

ガ
ス
注
入

密封

設備の損傷等により営業が
できなくなっているＳＳ

事業の概要・目的
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石油製品販売業災害特別保証事業
平成２３年度一次補正予算額 ５０．８億円

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

保証申込融資申込

金融機関へ債務保証
民間団体等

（基金造成先）金融機関

被災地域のＳＳ業者

＜信用保証制度イメージ＞
○石油製品の供給拠点であるＳＳ（サービスステーショ

ン）は、今回の被災により給油設備が損壊したことや、

供給網が断絶したこと等に伴い営業の停止を余儀な

くされており、その資金繰りが急速に悪化しています。

○こうした資金繰りの悪化が続き、ＳＳが事業活動を

継続できないようなことになれば、被災地域における

石油製品の安定的な供給の確保は困難となります。

○このような事態を防ぐため、本事業を通じて緊急資

金繰り対策を実施し、被災地域への石油製品の安

定供給を確保します。

補助
（基金造成）
（10/10）

債務保証
支援

揮発油販売業者（ＳＳ業者）が金融機関から

資金調達をする際に、民間団体（基金造成

先）が保証人となり、金融機関に対して借入

債務を保証します。

国 民間団体等
揮発油

販売業者
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○被災地域の中でも津波等によるＳＳ（サービスス
テーション）の損壊が著しい地域（特定被災地
域）に対する石油製品の供給は、通常の商業ベー
スでの対応が困難なことから、国が石油元売事業
者に石油製品の供給を指示することが必要です。

○しかしながら、特定被災地域では、事業継続が可
能なＳＳが限られる上に、十分な経営環境が整わ
ないことから通常の信用取引における信用リスク
を超える極めて高い信用リスクが生じています。

○そのため、国の指示に基づき石油元売事業者が特
定被災地域のＳＳに石油製品の供給をする場合の
信用リスクを国が分担することで、特定被災地域
への石油製品の安定供給を確保します。

特定被災地域石油製品供給支援事業
平成２３年度一次補正予算額 ９．１億円

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

国

補助
（10/10）

民間団体等

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

石油元売事業者

震災により
営業不可

ＳＳ経営継続が不可能に。
※被災の混乱の余波を受
けた倒産等の場合

石油製品
の供給

国

売掛債権回収
不能の確定

自治体等の要請に
基づき石油製品の

供給を指示

民間団体等

補助

損失補填

特定被災地域
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事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

油槽所機能早期復旧事業
平成２３年度一次補正予算額 ２０．０億円

資源エネルギー庁 石油精製備蓄課
03-3501-1993

○石油製品は、被災者が避難所等で暖をとるための灯油ストー
ブの燃料として必要不可欠である他、被災地に救援物資を運
搬する自動車や瓦礫撤去作業用の重機等の燃料として被災地
復旧のため極めて重要な物資です。

○今般の震災により、東日本の太平洋側における石油製品の供
給の要となる拠点の油槽所機能が軒並み甚大な被害を受け、
石油製品の供給上、大きな支障が生じています。

○したがって、被災地復旧のため極めて重要な物資である石油
製品の円滑な供給を行うため、これら要となる拠点の油槽所
機能の早期復旧が不可欠です。

1/3補助定額

緊急的に日本海側
の油槽所等から太平
洋側に輸送

要となる拠点の油槽所機
能の復旧により、太平洋
側の安定供給を確保

太平洋側の要となる拠点の
油槽所機能に軒並み甚大な
被害

油
槽
所
機
能
の
復
旧国 民間団体等

石油事業者
等
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○目的
津波等によって家屋とともに流出、散乱したＬＰガス

ボンベ等の高圧ガス容器は、本来、容器所有者（ＬＰガ
ス事業者等）が処理すべきものですが、所有者が判明し
ないもの等が放置されれば、災害につながる恐れもあること
から、都道府県と連携して、処理を実施します。

○概要
ＬＰガス事業者等によって一時集積場に回収・集積され

たＬＰガスボンベ等の高圧ガス容器のうち、所有者が判明しな
いもの等について、充てんされたガスを廃棄し、くず化する業
務を民間事業者に委託します。

流出したＬＰボンベ等の高圧ガス容器の処理
平成２３年度一次補正予算額 ５．１億円

原子力安全・保安院 保安課
03-3501-1706

国
委託

民間団体等

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）
委託事業所有者

ＬＰガス事業者等

流出・散乱したＬＰガス容器等

容器内のガスの廃棄・容器のくず化

一時集積場に回収・集積

所有者が判明したもの 所有者が判明しないもの等
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３．電力需給ギャップ（特に夏場）を解決する（関東・東北圏内）
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事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

○自家発電設備やコージェネレーションの新増設・増出力、
休止・廃止設備の立ち上げを行う事業者に対して、設備導
入補助や燃料費補助を行います。

○本事業は、以下の要件のどちらかを満たす案件に対して補
助を行います。
①８月末までに運転をし、東京又は東北電力管内において、

系統に一定時間以上、合計５００ｋW以上の電気の供給が
可能なこと。

②東京又は東北電力管内において、新たな設備投資により
合計５００ｋW以上の新増設・増出力を行い、８月末まで
に運転をし、一定時間以上稼働すること。

国
補助（１/２又は１/３）

委託・交付先としてのポテンシャルを有する企業・団体等

発電の用に供する自家用電気工作物設置者

民間事業者等

・設置費用の1/2（中小企業）又は1/3（大企業）
・燃料費用の1/2（中小企業）又は1/3（大企業）

＜系統への電気の供給＞

＜新規・増出力等のための設備投資＞

1,000KWクラス
ディーゼルエンジン発電設備1,000KWクラス

ガスエンジン発電設備

自家発電設備導入促進事業
平成２３年度一次補正予算額 ９９．９億円

資源エネルギー庁 電力基盤整備課
03-3501-1749

○補助対象経費
（１）設備投資費用

増出力等に要した追加的設備投資費。
（２）燃料費

系統への電気の供給に要した燃料費。
○補助対象設備

ガスタービン、ガスエンジン発電機、ディーゼル発電機、副
生ガス・工業プロセス利用のタービンによる発電設備、これ
らを活用するコジェネ設備（熱回収設備など）等
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地域間連系設備強化調査等
平成２３年度一次補正予算額 １．０億円

資源エネルギー庁 電力基盤整備課
03-3501-1749

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○我が国における電力の安定供給の観点から、東
日本（50Hz帯）と西日本（60Hz帯）間の連系設
備(連系線及び周波数変換設備（FC）)の強化を
含め地域間連系設備の増強は極めて重要な課題
です。

○現下の逼迫した電力需給状況に鑑み、中部－東
京間、北海道－東北間の連系容量増強等につい
て、電力会社、メーカーなどの知見を結集し、
ポテンシャル調査・課題発掘等を行うとともに、
ロードマップを含むマスタープランを策定しま
す。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

委託

民間団体等

地域間連系設備等を用いた
電力融通強化のイメージ

中部電力
管内

６０Ｈｚ ５０Ｈｚ

東京電力
管内

東北電力
管内

北海道電力
管内

（事業内容）
・コスト計算
（用地買収、建設費、電力設備費等）

・関連法令・許認可手続きの整理
・環境対策
・ロードマップの策定 等
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○国民・産業界に対する節電広報【４０.２億円】
ホームページ、テレビ、新聞、雑誌等の各種媒体を活用

して、電力の需給状況や効果的な節電アクション等の情報
提供を行う等、国民及び産業界における徹底的な節電を
促進します。

○節電サポート事業【３７．０億円】
削減ポテンシャルの大きい小口需要家に対して、専

門家が個別に訪問し、業務実態に応じた節電方法のア
ドバイスをするとともに、節電に係る自主行動計画の
策定を促す等、節電の徹底を図ります。

○夏場の深刻な電力の需給ギャップを解消するた
めには、すべての電力需要家が具体的な節電・
省エネルギーに取り組むことが求められていま
す。

○また、被災地の復旧や日本経済全体の復興のた
めにも大口需要家のみならず、小口需要家や家
庭等の徹底的な節電・省エネルギーが不可欠で
す。

○本事業では、節電・省エネルギーに関する適切
な情報提供や巡回による節電・省エネの周知を
行います。

電力需要抑制対策事業
平成２３年度一次補正予算額 ７７．２億円

国

委託

民間団体等

事業の内容 事業概要

事業の目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
政策課・省エネルギー対策課

03-3501-1728
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４．原発事故に対する早期対応
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○平成２３年東北地方太平洋沖地震や福島第一原子力発電所における事故の状況を踏まえ、地震や津波に対す
る安全対策等を検討し、実施状況の検査を行います。

事敀対応の徹底
平成２３年度一次補正予算額 ２．２億円

原子力安全・保安院企画調整課
03-3501-1５６８

国
委託等

民間団体
専門家等

事業の内容

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）
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被災住民向け巡回相談事業
平成２３年度一次補正予算額 ３．５億円

原子力安全・保安院
原子力安全広報課
03-3501-5890

事業の内容

国 民間団体等

事業イメージ（事業例）

事業の概要・目的

○福島第一原子力発電所の事故によって、健康被害や今後の
生活再建など最も不安を感じている福島県の住民に対して、
早急かつ集中的に相談できる体制を整備し、住民の不安を
取り除くことを目的とします。また、風評被害などの防止
に努めます。

○相談員が原子力災害で住民が避難している避難所等を訪問
し、直接住民から相談を受けるとともに、放射線影響に関
する知識の普及を図ります。

○また、いつでも住民から相談に応じられるよう、電話相談
窓口を設置し、相談を受けるとともに、相談内容に応じて、
関係機関等を紹介する「ワンストップ相談窓口」事業を行
います。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

委 託

１．避難所への直接訪問による相談

２．ワンストップ相談窓口による相談

避難所 避難所 避難所

相談員（事故の状況や放射線影響等の相談）

訪問 訪問

相談

住 民

ワンストップ
相談窓口

相談

もも関係省庁 関係機関 東京電力

など
連携 連携
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貿易円滑化事業費補助金

平成２３年度一次補正予算額 ６．７億円
貿易経済協力局 貿易振興課

０３－３５０１－１６６２

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 輸出者検査機関

補助 補助事業
の実施

○東日本大震災発生以降、我が国からの輸出
品について外国政府や海外取引者から放射能
非汚染証明（放射線量検査実施証明書の添
付）を求められる事例が相次いでいます。

○かかる動きは民間の商取引ベースでは鉱工
業品へも広がっていることから、政府による
風評被害対策の一環として国が指定した検査
機関が行う輸出品に係る放射線量検査の検査
料について一定率の金額を補助し、風評被害
による物流の停滞を防ぎ貿易の円滑化を図り
ます。

検査機関 輸出者
(荷主
等）

国

①検査申込み

②補助要件のﾁｪｯｸ、
検査受諾

④検査料払込み

③検査の実施、
検査報告書作成

⑤補助金
の請求

⑥補助金
の交付

【補助対象事業】我が国からの輸出品に係る放射線量
検査について以下の割合の金額を低減して実施する事
業【補助率】中小企業：9/10、大企業：1/2

我が国事業者の
負担軽減

物流停滞防止・
貿易円滑化

貿易円滑化事業費補助金
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広報資料の提供、放射線影響に関する知識普及事業
平成２３年度一次補正予算額 ２．０億円

原子力安全・保安院
原子力安全広報課
03-3501-5890

事業の内容

国 民間団体等

事業イメージ（事業例）

事業の概要・目的

○福島第一原子力発電所の事故によって、健康被害など最も
不安を感じている福島県の住民を中心に、放射線影響等に
係る正しい知識の普及を図ることにより、住民の不安を取
り除くことを目的とします。また、風評被害などの防止
に努めます。

○放射線影響等に係る正しい知識の普及を図るため、放射線
影響等に係る冊子を制作し、福島県浜通りを中心とした家
庭や避難住民に対して配布します。

○放射線影響に関する知識の普及を図るため、福島県を中心
とした公民館等を放射線等に係る専門家が訪問し、説明会
を開催します。

○インターネット上に流れる不正確な情報を随時監視し、そ
れに対して正確な情報を速やかに提供することで、風評被
害を防止します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

委 託

１．広報資料の作成・提供事業

２．放射線影響に関する知識普及事業

３．原子力情報提供事業

30



○事業の概要
東日本大震災の津波により、福島原子力発電所の

事故が発生したことを受け、緊急時対応体制を強化
するとともに、事態の一刻も早い収束に向け早急に
対策を講じる必要があります。
○福島県内における緊急時対応体制強化
福島オフサイトセンターが震災後使用不能となっ

たため、福島県庁内の会議室を緊急時の対応拠点と
して使用していますが、福島県の事情により早期の
外部移転を要請されています。
このため、福島県内の適当な場所に移転し、緊急

時の対応拠点として機能するために必要な通信機器
類の整備を行います。
○宮城県内における緊急時対応体制強化
女川町にあるオフサイトセンターは、津波により

全壊し、使用不能な状況にあり、現在保安検査官は、
東北経産局の会議室を使用して活動しています。女
川原発は、地震発生後、緊急停止を行い、冷温停止
状況ですが、予断を許さない状況です。
このため、代わりの場所において、緊急時対応体

制を確保し、通信機器類及び防災資機材の整備を行
います。

緊急時に使用する資機材等の整備事業
平成２３年度一次補正予算額 ２．５億円

原子力安全・保安院 原子力防災課
03-3501-1637

国

運営費交付金

（独）原子力安全基盤機構

○福島県内における緊急時対応体制強化
・緊急時の対応拠点事務所の確保
・通信機器の整備
○宮城県内における緊急時対応体制強化
・通信機器の整備
・原子力防災資機材の整備
・防災対策車の確保

事業の内容

事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

LAN設備
（パソコン・プリンタ）

電話・ファクシミリ
防護服

防護マスク
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◎ＩＡＥＡ等ミッション団の受け入れ
東日本大震災による福島の原子力発電所の被害に関

し、ＩＡＥＡをはじめとする海外の外部専門家ミッ
ションを受け入れ、国際社会に対する透明性を確保
します。

◎国際社会への情報提供の継続
国際原子力機関（ＩＡＥＡ）や経済協力開発機構

原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）、米、仏等で行わ
れる会合等の場を通じて、引き続き情報提供を行い
ます。

IAEA等受け入れ及び国際社会への情報提供の継続事業

平成２３年度一次補正予算額 ２．５億円
原子力安全・保安院 国際室

03-3501-1087

国 ＩＡＥＡ

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

拠出金

IAEA ﾐｯｼｮﾝ団調査（写真は柏崎刈羽原子力発電所調
査時のもの）
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○東日本大震災に関する緊急時対応業務を行うため
の基盤整備を図ります。

○津波被害等により、使用不能となった原子力保安
検査官事務所の仮事務所の整備等を行います。

○全国の原子力保安検査官を福島オフサイトセン
ターに派遣し緊急時対応業務を行います。

緊急時対応費用
平成２３年度一次補正予算額 ０．７億円

原子力安全・保安院業務管理官室
03-3501-0597

原子力安全広報課
03-3590-7317

国

随意契約

民間団体等

○緊急時対応業務を行うために必要な複写機新規設
置に伴う複写機保守料

○女川事務所の整備費

○東海事務所移転に伴う移転経費

○全国の原子力保安検査官を福島オフサイトセン
ターに派遣するため必要な職員旅費

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）
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５．インフラ復旧支援
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○工業用水道事業を営む地方公共団体に対し、
東日本大震災により被害を受けた工業用水道施
設の災害復旧事業に要する費用について、国が
その一部を補助することにより、当該工業用水
道施設の速やかな復旧を図ることを目的としま
す。

工業用水道施設災害復旧事業費（補助金）
平成２３年度一次補正予算額 ６０．８億円

地域経済産業グループ 産業施設課
03-3501-1677

国
工業用水道事業者
（地方公共団体）

補 助

■対象施設■

○貯水施設、○取水施設、○導水施設、
○浄水施設、○送水施設、○配水施設

事業の内容

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

液状化により壊滅した浄水場

破断した水管橋（止水済
み）

破断した配水管（止水済
み）

９／１０未満
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○東日本大震災の津波により、久慈国家石油備蓄基地（岩手
県久慈市、原油：１６７万キロリットル貯蔵）の地上施設
が全壊しました。

（※）貯蔵原油は、地下岩盤タンクに蔵置しており、漏油は
発生しておりません。

○石油備蓄基地は、石油の供給が不足する事態において、石
油の安定的な供給を確保するために建設されたものであり、
久慈国家石油備蓄基地の早急な機能回復が必要です。

○復旧に関わる工事総額は３５０億円、工期は３年程度が見
込まれます。緊急対応工事として、財政投融資補正により
初年度工事費２００億円を手当します。

○久慈基地復旧に関わる財政投融資金借入予定
１年目（２３年度）：２００億円
２年目（２４年度）：１１５億円
３年目（２５年度）：３５億円

久慈国家石油備蓄基地の復旧事業
平成２３年度一次補正予算額 ２００．０億円(２３年度財政投融資金)

資源エネルギー庁 石油精製備蓄課
03-3501-1993

事業の内容

事業の概要・目的

国 民間企業
（独）石油天然ガ
ス・金属鉱物資源
機構（ＪＯＧＭＥＣ）

(石油の備蓄の確保等に関
する法律第３１条)

委託委託

事業イメージ

一般競争入札

地上部設備工事、
排水処理設備等
復旧に向け早急
に工事を実施。

23～25年度の3
年間での完全復
旧を予定。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

基地の早急な復旧を図る。
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○希尐金属（レアメタル）の国家備蓄を実施してい
る（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構の国家
備蓄倉庫において、地震による備蓄物資の荷崩れ
や保管容器の破損等の被害が発生しました。

○国家備蓄倉庫内外を震災前の常態に速やかに復旧
させ、レアメタルの需給逼迫に対する対応に備え
ます。

希尐金属国家備蓄倉庫の復旧事業
平成２３年度一次補正予算額 １．６億円

資源エネルギー庁 鉱物資源課
03-3501-9918

国

○荷崩れした備蓄物資の搬出

○保管容器の交換

○倉庫建屋の損傷部の部分補修

○備蓄物資の再配置・積み直し

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

(独)石油天然ガス・金属鉱物
資源機構（JOGMEC）

補助
（定額(10/10)） 〔レアメタル国家備蓄倉庫（被災前）〕

→地震によりドラム缶の転倒・落下・損傷、倉庫壁面の一部損
傷等の被害が発生 37



○東日本大震災は、従来、国が想定してきた地震の規模（防災
対策特別措置法に基づき設置された地震調査研究推進本部地
震調査委員会が今までに公表した活断層及び海溝型地震の長
期評価地震の規模）を上回っており、歴史上極めてまれな大
地震（Ｍ９．０）であり、宮城県において震度階級最大の７
を観測しており、激甚災害に指定されています。

○これにより、旧鉱物採掘区域において、地盤沈下等が多数生
じており、今後の震災地域の復旧・復興事業の遂行に支障が
生じつつある状況です。

○こうした中、今後の復旧・復興に向けて可及的速やかに対応
を行う要請が強い一方で特定の地方公共団体のみでは対応困
難な状況が生じています。

○そのため、従来の想定を超える規模である東日本大震災に起
因し、地盤沈下等の事案が多発し、地方自治体の既存制度で
は処理不可能なことが確実な県の旧鉱物採掘区域の地盤沈下
等の被害について、今後の復旧・復興事業の円滑な遂行を可
能とするための応急措置すべき事業として復旧の支援を行い
ます。

旧鉱物採掘区域災害復旧事業
平成２３年度一次補正予算額 ２．５億円

資源エネルギー庁 石炭課
03-3501-1727

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

被害例1：地震により旧鉱物採掘区域が崩
落し、家屋の下に深さ約2.5mの
陥没が発生

被害例2：地震により旧鉱物採掘区域が崩落し、
宅地に深さ約35cmの陥没が発生

国

補助
(10/10)

宮城県

条件（対象者、対象行為、補助率等）

指定法人

補助
(10/10)
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独立行政法人産業技術総合研究所施設整備事業
平成２３年度一次補正予算額 ２９．５億円

事業の内容

補助金（10/10）

(独)産業技術
総合研究所

事業の目的

○今回の東日本大震災により、(独)産業技術総合研究所の各研
究棟は多大な被害を受け、いまだ使用には危険が伴っていま
す。
そのため、産総研職員の人命安全確保を目的とした喫緊の改
修等が不可欠です。

事業の概要

産業技術環境局
技術振興課 産業技術総合研究所室

０３－３５０１－１７７８

事業のイメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

○震災により、大きな亀裂が生じ倒壊の危険性が高い施設及び、
天井の落下・内外壁の亀裂や損壊等により倒壊または外壁落
下等の危険性が高い施設の改修を行います。また、天井、建
材等の崩壊により石綿の飛散又は飛散の危険性が高い施設の
改修を併せて行います。

○倒壊の危険性が高い施設の改修

コンクリート構造体損
壊

雨漏り発
生

アンカーボルト破
断

Ｄ棟
Ｃ棟

○外壁落下等の危険性が高い施設の改修

Ｄ棟

Ｃ棟
Ｍ棟

（正面側）

（正面側）

排ガス処理設備ダクト破損 外部階段破損
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○今回の東北地方太平洋沖地震により、（独）製品評価
技術基盤機構の東北支所の建物の構造にひずみが生じ、
これにより建物に亀裂が入り、玄関扉のゆがみや内装
壁のひび割れが生じています。建物の耐震性を補強し、
内装壁等の崩落を防がなければ、人に危害が及ぶおそ
れがあります。

○このため、建物の耐震壁の補強等を行い、安全に業務
を再開できるよう復旧を図ります。

（独）製品評価技術基盤機構施設整備費補助金
平成２３年度一次補正予算額 ０．３億円

産業技術環境局 知的基盤課
03-3501-9279

国

補助（定額(10/10)）

(独)製品評価
技術基盤機構

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

鉄筋の
埋め込み

耐震壁の補強（イメージ）

崩落の危険性のあ
る壁のひび割れ

耐震補強の必要な
構造（柱、はり）
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